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学生に該当せず国民年金保険料を納めることが困難な場合、ご本人の申請により保険料の納付を免除又は猶予できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全額免除・一部納付】 

本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合に

申請手続し、承認を受けることにより、保険料の納

付が全額免除又は一部納付（4分の1免除、半額免

除、4分の3免除）となります。本人・配偶者・世

帯主それぞれの所得が、一定基準以下の方が該当し

ます。所得の基準は右表のとおりです。 

【納付猶予】 

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以

下の場合に申請手続きし、承認を受けることによ

り、保険料の納付が猶予されます。本人・配偶者そ

れぞれの所得が一定基準以下の方が該当します。所

得の基準は右上表「全額免除」欄のとおりです。 

申請から結果まで 
【申請します】 

町田市役所 1 階 保険年金課 

国民年金係 または各市民セン

ター（鶴川・南・なるせ駅前・小

山・堺・忠生）へ必要書類（次ペ

ージ参照）をお持ちになり、申請

書を記入し、提出してください。

退職された方は、国民年金第1号

加入手続きの際に一緒にご相談

ください。 

 

【審査します】 

町田市役所か

ら、日本年金機

構（年金事務所）

へ申請書を送り

ます。 

日本年金機構で

審査をします。 

 

【結果が届きます】 

日本年金機構より2～3ヶ月後に結果のハガキが届きます。結果を確認し

て、「却下」通知以外の場合は、納付書は使えなくなりますので、廃棄し

てください。承認結果が一部免除の場合は、後日下記の金額の納付書が

届きますので、そちらでお支払いください。一部納付の場合、2年以内に

納めないと未納と同じ扱いになってしまいますので、ご注意ください。 

＜令和5年度＞   

免除承認結果区分 保険料負担額 

全額免除 0円 

納付猶予 0円 

3/4免除（1/4納付） 4,130円 

半額免除（半額納付） 8,260円 

1/4免除（3/4納付） 12,390円 

い。 

申請免除制度とは？ 

免除 

申請書 

 

必要な 

書類 

 

免除 

申請書 

 

必要な 

書類 

 承認 

ハガキ 

国民年金第1号加入の手続きと
一緒に免除申請を行った場合、
1 ヶ月程しますと納付書が先に

届きます。こちらのお支払いは、
免除結果ハガキが届くまで保留
してください。 

 

【次回の申請】免除の対象期間は、7月から翌年の 6月の 1年間です（退職と同時に国民年金第 1号加入手続きをした方

は、7月以降の加入月から 6月までが承認期間となります）。それ以降も免除を希望される場合は、7月になりましたら、

市役所又は各市民センターの窓口で手続きをしてください。 

【継続申請】申請書⑬継続希望について「希望しません」に○をつけず、承認結果通知ハガキに継続対象である旨が記載さ

れている場合、次年度の申請をしなくても自動的に日本年金機構で審査され、結果通知ハガキが 7月末から 8月上旬に届

きます。（一部免除及び、失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請の場合は継続申請の対象になりま

せん。）結果が却下であった場合、一部納付等の申請をし直すと該当することもありますので、ご相談ください。 

次回の申請と継続申請 

 

●失業した方については、次の「申請に必要な書類」をご覧ください。●災害により損害を受けた方は、り災証明書等を添

付してください。●生活保護法による扶助のうち、生活扶助以外の援助を受けている方は保護受給証明書を添付してくださ

い。●外国人で生活保護を受けている方は保護受給証明書を添付してください。●特別障害給付金を受給している方（配偶

者・世帯主の所得は審査対象外）は備考欄に「特別障害給付金受給」と記入してください。 

 

こんな特例もあります！ 

（令3年7月から） 
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※令和5年7月に申請した場合。免除対象期間は、保険料の徴収権の消滅時効の関係で、申請した日付によって異なります。

例：R5年7月中に免除申請をした場合は、R3年6月以降について審査されますが、R5年8月に免除申請した場合はR3年7月以降の審査となります。

R5年度

R5年7月～R6年6月

R3年12月31日以降の離職退職特例有効離職日 H30年12月31日以降の離職 R1年12月31日以降の離職 R2年12月31日以降の離職

免除申請年度 R2年度 R3年度 R4年度

免除対象期間 R2年7月～R3年6月 R3年7月～R4年6月 R4年7月～R5年6月

申請に必要な書類等 
申請者・配偶者・世帯主が転入や退職した場合は、 

それぞれの方の下記書類が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①年金手帳（20歳になったばかりの方は不要）

②海外から町田市に転入した方
（申請年度の1月1日時点で町田市に住民登録が無い方）

③失業した方

④市民税の申告がお済でない方
　申請年度の市民税の申告を市民税課で行ってください。

申請書の特記事項欄に、国名と転入日をご記入ください。

※申請年度に合った有効な離職日(下記参照)の以下の書類を添付し
た場合は、退職特例が適用され、退職した方の前年所得が０円と
みなされます。また、この書類を添付した場合、離職した本人に
ついては②と④を省略することができます。

雇用保険受給資格者証

ど

れ

か

１

通

（
コ

ピ
ー

可

）

雇用保険被保険者離職票

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

公務員だった方は、退職辞令（所属印のあるもの）

日本年金機構指定様式の離職証明書（ご相談ください。）

雇用保険受給資格者証＜見本＞ 

雇用保険被保険者離職票＜見本＞ 

ご本人様の署名

欄です。ご本人

が署名した場合

は、印鑑は不要

です。 

本人・配偶者・世帯主を記入

してください。 

日本年金機構ホームページから申請書をダウン

ロードし、必要な方のみ必要書類③のコピーを添付して下記へ送付してください。 

アドレス：http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html 

〒194-8520 町田市森野2-2-22 町田市役所 保険年金課 国民年金係宛 

郵送の場合 

申請を希望する年度中に、結婚・離

婚・世帯分離などにより世帯変更があった場合、世帯構成を行った月を境にそれ

ぞれの世帯で免除の審査が行われます。そのため、町田市で世帯変更が確認でき

ない場合は戸籍謄本や他市町村の住民票が必要になることがあります。また、過

去の年度分の申請については申請する対象期間の末日（●●年6月30日）時点の

配偶者・世帯主を記入してください。 

世帯構成について 

申請する年度を記

入してください。 
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「学生納付特例・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」は何が違うのかを簡単にまとめると、次の表のとおりです。

未納にしておくと不利益になることが多くありますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のケースは、障がいの状態が障害基礎年金に該当していても、納付要件を満たしていないため障害基礎年金を受給することがで

きない例です。 

20歳になり、学生であったが何の手続きもせずに未納のままにしていた。7月になって学生納付特例を申請し、4月

に遡って承認を受けることができた。しかしその前の6月に交通事故にあい障がいを負ってしまった。 

 

 

 

 

20歳の時学生であったが、学生納付特例の申請はせず未納にしていた。その後就職し、3ヵ月後に再就職した後に交

通事故にあい障がいを負ってしまった。 

 

 

 

 

全額免除
3/4免除
（1/4納付）

半額免除
（半額納付）

1/4免除
（3/4納付）

納付猶予
学生

納付特例
未納

―

4月から翌年3
月まで

―

4月以降に再申
請が必要です。

―

算入されません。

H21年3月まで
の免除期間

3分の1
として計算

2分の1
として計算

3分の2
として計算

6分の5
として計算

H21年4月から
の免除期間

2分の1
として計算

8分の5
として計算

8分の6
として計算

8分の7
として計算

本人・配偶者 本人 ―

0 4,130 8,260 12,390 0 0 16,520

2年を経過する
と納められませ
ん。

結果は1～2ヶ
月かかります

―

R5年度　納付額（円）

追納
10年以内であれば、さかのぼって納めること（追納）ができ、納めた場合は保険料納付済期間と
して扱われます。ただし、2年以上経過後は一定の加算がかかります。
※一部納付の場合で、免除期間の一部保険料を納めていないと、未納と同じ扱いになります。

結果通知
年金事務所から、後日結果通知が送付されます。結果通知は、2～3ヶ月かか
ります。

受給資格期間
免除承認期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるために必要な期間
に算入されます。

老齢基礎年
金を計算する

には
算入されません。

所得の審査対象者 本人・配偶者・世帯主の所得に基づき判定

次回申請時期
7月以降に再申請が必要です。ただし全額免除又は納付猶予で、継続申請が
認められている方は必要ありません。

申請受付期間
保険料の納付が可能である過去２年１ヶ月前までの期間について遡及して申請できますが、申
請が遅れると万一の際の障害年金を受け取れない場合や、申請できる期間が短くなりますので
免除申請は速やかに行ってください。なお、年度ごとに申請書の提出が必要です。

免除承認期間
7月から翌年6月まで（退職と同時に国民年金第1号加入手続きをした方は、7
月以降の加入月から6月までが承認期間となります。）

免除・納付猶予と未納の違いは？ 

除 免 と 未 納 の 違 い 

 

国民年金の制度には、障害を負ってしまった場合に受給できる障害基礎年金や、亡くなってしまった方のご遺族が受給で

きる遺族基礎年金という制度があります。この制度を受けるためには一定の納付要件を満たしていることが必要です。未

納にしておくと、この納付要件が満たせずに、いざというときに年金が受給できなくなってしまいますので、お手続きや

ご相談はその都度お早めにお願いします。 

【納付要件とは】初診日（一番最初に病院を受診した日）の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間が納付

や免除であることが必要です。それが満たせなかった場合、初診日の前々月までの 1 年間に保険料の未納期間がないこと

です。 

この場合の納付や免除が初診日の後であった場合、納付要件には含まれません。 

 

 

未納にしているとこんなデメリットがあります 

ケース1 

4月 5月 6月 7月 8月 

4月に20歳 事故 7月に学生納付特例申請 
もし学生納付特例を事故の前に申請してい

たら、障害基礎年金が受け取れたのに・・・ 

国民年金 未納 厚生年金 

20歳 

国民年金未納 

23歳 25歳 25歳3ヶ

月 

厚生年金 

25歳6ヶ月で事
故 

再就職する前に国

民年金の手続きを

しておけばよかっ

たのに・・・ 

ケース２ 
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学生納付特例・全額免除・一部免除・納付猶予の承認を受けた後に納付できる制度、「追納」について、ご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保険料の全額免除や一部納付等の承認を受

けた期間は、保険料を全額納付したときに比

べ、将来受ける年金額が少なくなります。 

○そこで、これらの期間については、10年以

内（令和 5年 4月分は令和 15年 4月まで）

であれば、あとから保険料を納めること（追

納）で、将来受け取る金額を増やすことがで

きます。 

○追納する場合は、保険料免除等の承認を受

けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以

降に保険料を追納すると、当時の保険料額に

経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 

○なお、右の表は令和 5年度中（R6 年 3月

末まで）に追納する場合の金額です。 

【手続き先】 

窓口での手続き：町田市保険年金課国民年金

係（市民センターではできません。） 

郵送での手続き：八王子年金事務所へご連絡

ください。 

【令和5年度中に追納する場合の加算額を加えた追納額】  

 

令和5年度に追納する場合の金額 単位：円
全額免除

納付猶予

学生納付特例

（差額）

3/4免除

（1/4納付）

（差額）

半額免除

（半額納付）

（差額）

1/4免除

（3/4納付）

（差額）

当初の定額

保険料額

15,220 11,420 7,610 3,810 15,040

(180) (140) (90) (50)

15,370 11,530 7,680 3,840 15,250

(120) (90) (60) (30)

15,700 11,770 7,840 3,930 15,590

(110) (80) (50) (30)

16,360 12,260 8,180 4,080 16,260

(100) (70) (50) (20)

16,570 12,430 8,280 4,140 16,490

(80) (60) (40) (20)

16,410 12,300 8,200 4,100 16,340

(70) (50) (30) (20)

16,460 12,350 8,220 4,110 16,410

(50) (40) (20) (10)

16,570 12,420 8,290 4,140 16,540

(30) (20) (20) (10)

令和3年度の月分 16,610 12,460 8,300 4,150 16,610

令和4年度の月分 16,590 12,440 8,290 4,150 16,590

令和5年度の月分 - - - - 16,520

令和元年度の月分

令和2年度の月分

平成25年度の月分

平成26年度の月分

平成27年度の月分

平成28年度の月分

平成29年度の月分

平成30年度の月分

免除・納付猶予を受けた後は？ 

追納をしませんか？ 

の 老 金 額 は 後 年 の 違 い 

国民年金加入者が、20歳から60歳までの40年間（480月）、国民年金保険料をすべて納めた場合 

65歳から満額の795,000円を１年間に受け取ることができます。(R5年４月の年金額) 

 

免除等を受けた場合と納付した場合を、１年間の年金額で比較すると、おおむね次のようになります 

 

◆1年間、国民年金保険料を納付した場合◆

65歳からの年金を 増やすことができる

◆1年間、国民年金保険料の全額免除を受けた場合◆

65歳からの年金を 増やすことができる

◆1年間、国民年金保険料の3/4免除（1/4納付）を受けた場合◆

65歳からの年金を 増やすことができる

◆1年間、国民年金保険料の半額免除（半額納付）を受けた場合◆

65歳からの年金を 増やすことができる

◆1年間、国民年金保険料の1/4免除（3/4納付）を受けた場合◆

65歳からの年金を 増やすことができる

◆1年間、国民年金保険料の納付猶予又は学生納付特例を受けた場合◆

65歳からの年金は 増やすことができないが、受給資格にはプラスされる

◆1年間、国民年金保険料を未納にした場合◆

65歳からの年金は 増やすことができないし、受給資格にもならない

約17,325円/年

約19,800円/年

約9,900円/年

約12,375円/年

約14,850円/年


